
月である。私の弟が院長で在職の病院が有ったの
で更にびっくり。徳島県内でベスト５くらいのオ
ペ数だったので、後にこれも統計ミスで取り消さ
れ、謝罪もされた。しかし、風評被害は研修医や
内定の看護師にも影響し、応募者減少、内定取
り消しが続いた。担当者に貴君は424病院のうち、
いくつ足を運んだか尋ねると俯くだけ。私は半分
以上行っているので、君達も現場に行って、現状
を見て、現実的な解を、と苦言を呈した。是非と
も三現主義に立ち還って欲しいものである。
　勤務医

4 4 4

の働き方改革については、これに反対す
ると守旧派で縛り首と若手医師から誹り倒される
のを覚悟で一言附言したい。東京や県庁所在地、
政令指定都市、医大存在地周辺に医師が集中し、
新しい偏在発生の怖れがある。きつい所、３Ｋ・
５Ｋの地方の外科や産科は集約化という美名の
下、どんどん壊滅していく筈である。紹介状や治
療方針もある大病院に研修医が集まり、手垢の付
いていない新患のプライマリーケアで問診から始
めるクレンペラーの診断学などはお箱入りに。外
科で言うアッペ（急性虫垂炎）、ヘモ（痔核）、ヘ
ルニア（脱腸）など初級を知らずに癌の大家にな
る人も続出する可能性も。一概に悪い事とは言い
切れないが。麻疹や腸重積を経験しない小児科医
も出てくるだろう。やはり卒後初期研修は地方の
中小病院や総合診療の指導医の居る所がベストと
考えている。そういう所は働き方改革で淘汰され
そうな気がしてならない。杞憂、老爺心で終わっ
てくれれば良いのだが。三位一体ではなく、順序
立てが良いと確信している。田舎医者のひがみだ
ろうか。

　コロナが感染症法２類相当から５類になった。
しかし、医療や介護は今まで通り感染予防は必要
である。職員や患者が感染すると病院が廻らなく
なり、クラスターが起きると休床、休棟、休院に
もなる。支出のみ増えて収入は減り、存続の危機
を招く。その点、お役所、特に霞が関は指示出し
だけで現場にはあまり行かないのでお気楽かも？
ダイヤモンドプリンセス号の時はフル回転してい
たが…。今回のコロナで判ったのは、地域医療構
想より外来機能の再点検と再構築が喫緊の課題と
いう事である。発熱者お断りやしばらく休診、期
限未定などの貼り紙が多かった。紹介状を持って
こない方が「紹介状ないと５,０００円とられるけど、
近くの先生は診てくれないの。それでも５,０００円
要るの？」とか、対応に困ったが一度お偉いさん
に尋ねてみたい。
　一番急ぐべきは前世紀（2０世紀）から全く進ん
でいない医師の四大偏在解消である。地域偏在、
診療科偏在は以前から言われていたが、私はこれ
に２つ追加した。病診偏在と総専偏在である。前
者は病院勤務医は足らないのに、診療所の開業医
は都市のビル診中心にどんどん増え続けている。
後者はメディアによる神の手やランキング紹介で
専門医志向が強く、広く診療する総合診療医は新
専門医制度開始の目玉にもかかわらず殆ど増えて
いない。平均寿命が延び続け、多くの疾病や障碍
を持つ高齢の方が増えている現在、専門医では追
い付かない。医療費財源も厳しくなる。地域包括
医療・ケアのキーパーソンは総合診療医と訪問看
護師と考えている。大学教育は専門医偏重で時代
遅れ。入試制度から抜本的な改革が必要。新卒の
医師は私が卒業した頃の約2,０００人余りより４倍
以上の9,3００人超なのに、外科や産科などはハイ
リスク・ローリターンの為に殆ど増えていない。

保険料を払っても望む医療が受けられない。世界
文化遺産より格上と小生が評価する国民皆保険制
度が空洞化している。
　地域医療構想で再検証を求められた436病院の
半数以上が今回のコロナに対応し、住民からは国
の方針に異論が湧き上がっている。その為か、総
務省は「公立病院改革
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プラン」を「公立病院経営
4 4

強化
4 4

プラン」に衣替えした。それに引き換え、厚
生労働省は「三位一体」を粛々と進めている。勤

4

務医
4 4

の働き方改革は偏在解消後にしないと、地域
医療は益々苦境に立つ。必要なのは衆目の認める
ところだが、全国一律では無理筋だ。
　私は前世紀から医療審議会委員として医学部の
定員削減などに関わった。新設医大の創設により
医師は余るので、国公立は1０％、私立は５％減ら
すべきと決めた。しかし、最近の入管施設や刑務
所の医療の不祥事の記事を見る度に、医師は足り
ていないと考える。地方では開業医も老齢化して
おり、後継ぎは都会から帰って来ない。余裕があ
るのは大都会のビル診のみである。医師削減は余
程考えて取り組まなければいけないと自省してい
る。国民全体がどこでも安心して住める国になら
ないと、プロフェッショナルオートノミーは虚構
と一般人から誹られる。厳しい経済人は私にプロ
フェッショナルエゴイズムだよ、と声高に告げる。
私が彼岸に渡るまでに是非実現を、と各界にお願
いしたい。
　地域医療構想の初出しは余りにも低級案だっ
た。まず用いた資料が旧くて偏っている。数年前
で既に廃院や統合した病院が、私の知る範囲でも
数院あったのでびっくり仰天した（笑）。対象期
間は６月１ヶ月のみ、これは患者数が最小の月。
花粉も飛ばず、インフルエンザなどの呼吸器感染
症も多湿で少ない。脳や心臓の循環障害も少ない

一般社団法人全国公私病院連盟　会長　邉見 公雄

三位一体ではなく、
前世紀からの宿題を!!

特 別 寄 稿

邉見 公雄（へんみ きみお）　プロフィール

一般社団法人全国公私病院連盟会長

1968年　京都大学医学部卒
1987年　赤穂市民病院病院長
2009年　同病院名誉院長に就任
2018年から　 公益社団法人全国自治体病院協議会会長 

同名誉会長
2019年から　一般社団法人全国公私病院連盟会長

京都大学超高齢社会デザイン価値創造ユニット特任教授
特定非営利活動法人地域医療・介護研究会JAPAN会長
一般社団法人日本専門医機構地域医療・定員問題検討会委員

【受章歴】
2018年　春旭日中綬章受章
2021年　若月賞受賞

日　時 2023年11月18日（土）15：00～17：00
会　場 大阪府保険医協会５階会議室
 会場（30人）＆ Zoomウェビナー（100人）
参加費 無 料
主　催 大阪府保険医協会　勤務医部会
講　師 邉見 公雄 先生
 一社）全国公私病院連盟会長、 
 特定非営利活動法人 地域医療・介護JAPAN会長

·会場で参加の場合
　お名前、参加人数、院所名、地区、連絡先を明記の上
　FAX 06-6568-2389 までお申込ください。

·WEB（Zoom）で参加の場合
　申込URL（https://x.gd/PxI00）もしくは右QRコードから
　お申込ください。
連絡先　 大阪府保険医協会（担当：上中／若林） 

大阪市浪速区幸町1-2-33 
TEL 06-6568-7721

大 阪 府 医 師 会
生 涯 研 修
対 象 講 座

「生
いのち

命輝かそう 大阪府保険医協会の仲間達」
～地域包括医療・ケアの時代に～（三位一体を乗り超えて）

大阪府保険医協会　勤務医部会講演会
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　2０26年度から出産を保険適用とする方向で厚労
省内の調整が進んでいる。マスコミはこの対応を
評価しているが、私は一人の医師として、現状に
即した合理的な議論が必要だと考えている。本稿
で論じたい。
　私は出産の保険適用に反対している訳ではな
い。出産に対する支援が現金給付から現物給付に
変わるのだから、差額ベッドなどの「贅沢」さえ我
慢すれば、誰もがお金の心配なく出産できる。こ
れは多くの国民にとってありがたいことだ。
　一方、医療提供者の視点は違う。出産の保険適
用とは出産に関する診療報酬を厚労省が全国一律
に統制することを意味する。もちろん当初は、厚
労省は出産に高い保険点数をつけるだろう。少子
化対策を最優先課題とする岸田政権の方針とも合
致する。ただ、医療費抑制が喫緊の課題である我
が国で、いつまでも出産だけを特別扱いするわけ
にはいかない。やがて診療報酬の減額、あるいは
据え置きとなるだろう。そうなると、まず困るの
はコストの高い東京と大阪の産科施設だ。一体、
どうなるだろうか。
　このことを議論する際に参考になるのは東京の

小児科医療の現状だ。
　日本の医療は、原則として高度医療機関が重症
患者の治療や専門医療を担当し、クリニックがプ
ライマリケアや軽症患者を担当するように役割が
分かれている。東京の場合、前者は大学病院より
も専門病院が大きな役割を果たしている。がんな
らがん研究会有明病院や国立がん研究センター、
心臓病なら榊原記念病院、眼科なら井上眼科病院
という感じだ。
　特記すべきは、高度専門医療機関の多くが民間
であることだ。選択と集中により経営を合理化し、
患者ニーズに合ったサービスを提供するのは、官
より民の方が優れているのだろう。
　例外は小児科だ。東京の小児科専門病院として
有名なのは、国立の成育医療研究センターと東京
都立の小児医療センターだ。いずれも国公立であ
る。子供の減少が進み、さらに診療報酬の抑制が
続く現在、民間の小児専門病院は経営を維持でき
ないようだ。赤字が出ても税金で穴埋めできる国
公立の医療機関しか存在しない。これは、他の診
療領域とは対照的である。
　クリニックはさらに厳しい状況だ。医療ガバナ
ンス研究所が位置する東京都港区高輪の周辺に
は、小児科クリニックはほとんどない。港区全体
でも専業の小児科クリニックはわずかに３つだ。
都内の別の地域で開業している知人の小児科医
は、「息子には小児科を勧めません。『私のクリニッ
クを引き継いでくれるなら、内科・小児科でやり
なさい』と助言している」と言う。少子化が進み、
現在の全国均一の診療報酬では港区ではやってい
けないのだろう。
　対照的なのは産科や不妊治療だ。少子化の影響
を受けるはずなのに、状況は小児科とは異なる。
都内に産科、不妊治療クリニックはあまた存在し、
愛育病院や加藤レディースクリニックなどが診療
はもちろん、臨床研究でも我が国をリードしてい
る。
　小児科と産科・不妊治療は何が違うのか。それ
は、後者では医療機関が自由に価格を設定できる

ことだ。患者満足度を上げれば価格に転嫁でき、
収益を増やせば最新機器を購入し、専門スタッフ
も雇用できる。特に不妊治療では専門医が増え、
医療機関間の競争を通じてサービス内容も多様化
した。成功報酬型料金体系を採り入れるクリニッ
クもある。
　資本主義社会においては、市場を通じた価格決
定によりサービスの分配を決める。医師と患者の
情報の非対称が存在する医療で、古典的な市場モ
デルが通用するとは思わないが、だからといって、
厚労省が一律に価格統制するのは不適切だ。出産
に対し従来型の保険適用を導入すれば、東京の小
児科医療のような状況になりかねない。
　私は、出産への保険適用には新たなシステムを
議論すべきだと思う。まずは出産に限定し、混合
診療を解禁すればどうだろう。出産は今まで自由
診療でやってきた領域だ。混合診療にしたからと
いって安全性に懸念が生じるとは思えない。
　混合診療は本来、運用次第で患者の選択肢を増
やす手段になる。医療が日進月歩で不確実である
ことを踏まえれば、むしろ一律に禁ずる方が弊害
は大きい。厚労省が「正しい治療」を決めることは
できないし、どこまでリスクをとるかは患者によ
り異なるからだ。治療は時間との勝負であり、柔
軟に対応しなければ患者ニーズに応じられない。
　我が国の国民皆保険は世界に誇る仕組みだ。た
だ、国民皆保険と政府による価格統制は、本来全
く異なる概念だ。
　これまで、この仕組みが機能してきたのは、東
京や大阪でも医療機関が経営できる診療報酬を国
が保証してきたためだ。地方の医療機関は多いに
潤った。ところが、財政難の我が国でそんなこと
は続けられない。
　現在価格統制に抵抗するのは、この仕組みを管
理する厚労省の医系技官たちと医療団体、さらに
診療報酬改定関連の記事で法外な購読料を得る業
界誌の経営者たちだ。そろそろ患者と医療現場で
働く人の視点で、この枠組みを見直すべきである。
出産の保険適用はそのチャンスである。

これでいいのか
日本の医療

第 16回

出産費用の保険適用について

上
かみ

昌
まさひろ

広
特定非営利活動法人
医療ガバナンス研究所
理事長

会　場 大阪府保険医協会 会議室
（浪速区幸町 1 - 2 -33　TEL 06-6568-7721）

申　込 組織部 FAX 06-6568-2389
  FAXでお申込みください。

参加費 無 料 ※事前にご予約ください。

主　催 大阪府保険医協会 組織部

新 規 開 業 講 習 会
開業医の先生方を力強くサポート これからの予定

保険診療 編（内科を中心に）
審査委員、先輩開業医が
わかりやすく解説

11月25日（土） 14：30～16：30
講師　審査委員・保険医協会役員

経営コンサルが指南する
12月9日（土） 14：30～16：30
講師　株式会社621メディカル

医院経営・　　
スタッフ育成 編

新規個別指導 編
新規開業医が

知っておくべきポイント
10月21日（土） 14：30～16：00
講師　保険医協会役員・事務局

雇用管理 編
よりよい医療の提供は
最適な雇用管理から
2024年3 月を予定

講師　桂 好志郎 社会保険労務士

新規開業個別相談ご希望の方
には、「新規開業医の手引」を
進呈いたします。

相談料は
無料

新規開業新規開業ののご相談ご相談はは
保険医協会保険医協会までまで

日 時

会 場

10月22日 （日）

10：00～13：00

保険医会館 2 階 会議室

10：00～11：00
塾の活用法と
伸び悩み対処法

11：00～12：00
来年度入試の動向と
学年別学習ポイント

中 学 受 験 医学部受験

·セミナー終了後個別相談会あります

お問い合わせ先　TEL 06-6568-7721（組織部）

医学部受験セミナー
個人の責任問われる時代、診療に専念できる心のささえ個人の責任問われる時代、診療に専念できる心のささえ

ご加入セット ☆標準的な加入プランは『Ａセット』になります。☆標準的な加入プランは『Ａセット』になります。

● 制度内容の詳細につきましては、パンフ
レット等を必ずご確認ください保険医賠償責任保険

セット型 Ａ Ｂ Ｃ

てん補限度額

（保険金支払
限　度　額）

医療行為
１事故 1億円 5,000万円 3,000万円
期間中 3億円 1億5千万円 9,000万円

建物設備
身体（1名） 5,000万円 4,000万円 3,000万円

身体（1事故） 1億円 8,000万円 6,000万円
財物 500万円 400万円 300万円

（年間）保険料
個 人 診 療 所 65,520円 55,770円 50,490円
勤 務 医 43,210円 36,750円 33,270円
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的な研究施設があり、精神科医・心理士などが熱
心に研究しています。
　日本では加害者への厳罰化がすすめられ、今後
加害者情報をデータベース化することや教員資格
の要件に入れるとの話が出ていますが、諸外国の
ような支援策はほぼありません。例えば治療費や
社会復帰への支援などを法制化し、予算整備をす
るのが望ましいのですが、国会でこの話をすると
与党国会議員では好意的な反応があるものの、役
所の反応は乏しく、簡単にいかないという印象で
す。高額な治療に耐えられない患者もいるため、
対策が必要と感じています。
　また、日本では専門的な治療を受けられる医療
機関が少ないこともあります。依存症の治療の一
環として、東京では２箇所くらいが若干扱ってい
る程度と聞いています。
――最後に医療者に伝えたいことはありますか
　性加害者の治療は自分たちには手に負えないと
いうイメージを持つ医師の方々もおられますが、
患者たちは困っていて、何とか再犯を止めたいと
いう感情があり、治療意欲が乏しいということは
ありません。
　かつて精神に障害がある者も単なる「ワル」も、
社会的に逸脱した者は単純に隔離して排除する
といった時代がありました。そのなかで、近代
精神医学の祖と言われるフランスの精神科医の
フィリップ・ピネル氏が最初に提唱し、病気があ
るならば、隔離するだけでなく治療して社会に
戻すべきという概念が生まれ、現代の精神医学へ
と繋がっています。最初は治療しやすい病気から
始まって、徐々に治療法が確立して治療対象が広
がってきたという歴史があります。性加害者をた
だただ隔離していても、再犯防止にはほとんど役
に立ちません。この状況に医療従事者ができるこ
とは少なくないと考えています。性加害者に対す
る医学教育も全くなされていない状況なので躊躇
する面もあるでしょうが、基本的にはアルコール
を含めた他の依存症の治療モデルで進められるも
のなので、特に若いドクターには勇気を持って治
療に関与してもらえることを期待いたします。

　子どもの性被害報道が続いています。政府がこ
どもや若者の性被害防止に向けた「緊急対策パッ
ケージ」を取りまとめ、電話相談や情報発信など
の啓発を強めていくとしています。
　今年７月には、性犯罪に関する規定を見直した
刑法が改正され、今後、性犯罪歴を持つ人物が保
育・教育などに関わる仕事から排除するための仕
組みの導入が検討されています。その一方で、性
犯罪加害者の更生などへの支援策は諸外国と比
べ、大きく後れを取っています。
　性犯罪および再犯防止のためには、医学的な治
療も含め、社会復帰の支援が不可欠です。新たな
被害を生まないために、性加害者への治療に取り
組んでおられる精神科医の福井裕輝先生に、治療
の現場から見えること等お話頂きました。

インタビューは事務局
インタビュー日時　８月18日

――先生の著書『子どもへの性暴力は防げる！－
加害者治療から見えた真実』では、性加害者は「性
嗜好障害」という病気が影響していると指摘され
ています。まず、「性嗜好障害」、「小児性愛障害」
について、病気の定義について教えてください。
　「性依存」という言葉が世間で広く使われてい
ますが、医学用語では「性嗜好障害」と言います。
ただし、「性依存」はもっと広い意味で使われ、
風俗通いが止められない・不倫など犯罪性がない
ものも含まれます。一方、「性嗜好障害」は「同
意ない相手へののぞきやわいせつ行為、強制性交
などへの欲求があり、そのコントロールがきかな
い状態」で「法律に抵触することは認識していて
も、分かってはいるがやめられない」という病気
です。性嗜好障害には下位分類がいくつかあり、
特に対象が小児に向くことを「小児性愛障害」と
いいます。
　日本では保険診療として治療が認められていな
いため、一般の医療機関に相談しても「治療の対

象ではない」とすべて門前払いされ、患者が自分
で調べて当センターに相談に来る場合が多くあり
ます。
――治療の内容や期間などはどのようなものにな
るのでしょうか
　本人、家族からの問合せや医療機関からも紹介
もありますが、事件化し、弁護士を通しての相談
が６割から７割を占めています。
　相談があれば、図の通りに説明をしています。
治療を受ける前にアセスメントを行います。アセ
スメントでは本人の生い立ちを系統的に聞いてい
き、また心理検査、ＩＱ検査や必要に応じて脳の
画像検査、血液検査なども行っています。
　治療では、本人の状態に合わせて認知行動療法
を中心に進めながら、リスクが高まった場合など
に一時的に薬物療法（ホルモン療法）を併用して
います。治療の最終目標は、「自分の力で行動が
コントロールできる」ことなので、１年単位でリ
スク評価し、延長が必要なのかどうか患者と話し
合いをしながら治療期間を決めています。一般的
には３年から５年の治療期間となっています。

――加害者の対策や支援で各国に大きな差があり
ます。日本で必要な支援はどのようなものでしょ
うか。
　国によって法制度などは異なりますが、欧米各
国では性犯罪だけではなく、虐待、ストーキング、
放火など危険度の高い行為の常習者についての治
療や社会復帰に向けた支援策が充実しています。
厳罰化だけでは再犯を防ぐことはできず、治療を
含めた社会復帰支援に予算を割くほうが、長期的
には経済的コストも少ないという認識です。また、
患者のリスクアセスメントや治療法に関する専門

性障害専門医療センター（SOMEC）代表理事
　　　　　　　センター長　福井 裕輝

「性加害者への治療」の実態、
求められる支援など

『性嗜好障害』は、依存症の病気であり、
治療方法が確立している

84

福井 裕輝（ふくい ひろき）　プロフィール

京都大学博士（医学）、精神科専門医、精神科指導医、精神
科判定医
性障害専門医療センター（SOMEC）代表理事、センター長

1999年京都大学医学部卒業。京都大学医学部附属病院精神
神経科、京都医療少年院、国立精神・神経センターなどを
経て、2010年にNPO法人性犯罪加害者の処遇制度を考える
会、2011年に性障害専門医療（SOMEC）設立。
内閣府性犯罪被害者支援に関する検討委員会委員、警察庁
ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会
委員、大阪府青少年健全育成審議会委員、大阪府警察本部
ストーカー対策大阪ネットワークアドバイザーなどでも活
動されている。
著書は2022年９月に『こどもへの性暴力は防げる―加害者
治療から見えた真実』（（株）時事通信社）をはじめ執筆多数。
性障害専門医療センター（SOMEC）
東京・大阪・福岡にオフィスあり
ホームページアドレス　https://somec.org

SOMEC ホームページ「治療の流れ」より

保険金額と
月額保険料 35歳まで 36～

40歳まで
41～

45歳まで
46～

50歳まで

6,000
万円

男性 5,700円 7,260円 9,840円 14,100円
女性 3,660円 6,120円 7,500円 10,620円

5,000
万円

男性 4,750円 6,050円 8,200円 11,750円
女性 3,050円 5,100円 6,250円 8,850円

4,000
万円

男性 3,800円 4,840円 6,560円 9,400円
女性 2,440円 4,080円 5,000円 7,080円

3,000
万円

男性 2,850円 3,630円 4,920円 7,050円
女性 1,830円 3,060円 3,750円 5,310円

2,000
万円

男性 1,900円 2,420円 3,280円 4,700円
女性 1,220円 2,040円 2,500円 3,540円

保
険
金
額
と
保
険
料
表
（
一
例
）配当金の還元により保険料の負担が軽くなります。

直近 3 年平均 約15％を配当！※配当金は毎年変動します

手頃な保険料

加入プラン例①

35歳（保険年齢）
保険金額6,000万円の場合

さらに！

万が一の場合、残された
家族の生活が心配…

子どもが独立し、
保障を少し減らしたい

男性 5,700円
女性 3,660円

50歳（保険年齢）
保険金額2,000万円の場合

加入プラン例②

月額　
保険料

男性 4,700円
女性 3,540円

月額　
保険料

保険金額は300万円～最大6,000万円
配偶者も最大3,000万円までご加入いただけます !
● 簡単な告知のみ（医師の診査なし）でご加入できるのも忙し
い先生方にとって魅力です

＊ 6,000万円以上の保障をご希望の際は、保険医共済会の「新グループ保
険（最大6,000万円）」を上乗せでご加入いただけます。

幅広い保障プラン

お問い合わせ先　TEL 0665682230（直通）

手頃な保険料で先生方の万が一に備える

グループ保険（死亡・高度障がい保障）家族の
サポート

（性嗜好障害の分類）
　別名パラフィリア障害　DSM-5（アメリ
カ精神医学会作成の心の病気に関する診断基
準）性嗜好障害には窃視障害（のぞきや盗
撮）、窃触（ちかん）、小児性愛障害などがあ
り、これらの嗜好性のために何らかの問題が
生じている状態のこと

お問い合わせ

初回面談（約30分～１時間、無料）

アセスメント（心理検査）（11,000円～24,200円）

精神科医の診察
（治療開始初回診察／医師診察／ホルモン診察）

認知行動療法（CBT）
（27,500円／月（税込／平日））

（必要に応じて：性ホルモン療法）
（約5,500円／月（税込）／原則23歳以上／処方のみは不可）

⇩

⇩

⇩

⇩

+
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※休業保障・年金のお問い合わせは、TEL  保険医協会共済部 06-6568-7721まで

※ここでご案内した内容は、制度概要を説明したものです。ご加入条件、お支払い条件については、パンフレット・申込書等を必ずご確認ください。

① コツコツ貯める月払制度
② ドカンと貯める一時払制度
③ 急な出費にも 1 口単位で解約可能
④  払い込みが困難なときに掛金中断、余裕ができたとき
に掛金再開

⑤  事前に満期日の指定は不要。受取方法は受給時に選択
⑥ 万一の時はご遺族に全額給付

～会員の老後・将来設計を支えます～

満74歳までの協会会員
＊月払増口・一時払申込みは79歳まで

加入資格

● 「月　払」 ／ 1 口 1 万円　通算30口
● 「一時払」 ／ 1口50万円　毎回40口

加入口数

自在性が魅力！

6つのポイント 短期のご利用では積立金が掛金を下回ります

生命保険会社 6 社（大樹・明治安田・太陽・
富国・日本・第一）が受託し、リスク分散
を図ることで安全性を高めています。

1.202%予定利率

（2023年 9 月 1 日現在）

75
歳

65
歳

35
歳

利息 約389万円

受給
総額

約
2,189

万円掛金
 1,800万円

35歳から加入
65歳から10年確定で受給の場合

月払 5 口

約18万円
約2,189万円

受取月額

受給総額

【掛金総額 1,800万円】

加
入

保 険 医 年 金 制 度保 険 医 年 金 制 度 受付期間 10 月25日まで（制度発足日2024年 1 月 1 日）

① 最長730日の充実保障 !
②  掛金が満期（75歳）まで
変わりません

③ 掛け捨てではありません
＊ 加入 3 年以上経過後に脱退した時に脱退給付金をお支払いします。

④ 入院はもちろん、自宅療養も給付
⑤ 同一疾病でも給付日数限度までは何度でも給付

＊ 精神疾患や認知症、妊娠、出産に起因する併発病、帝王切開も対象
＊ 新型コロナ感染症も対象

⑥ 有給・病気休暇扱いでも給付
⑦ 他所得補償との重複受給 OK !
⑧ 異動・転勤でも加入継続できます ※京都協会を除く

～病気やケガでの休業に安心保障～

■拠出金（月額） ※満期まで変わりません

■給付額
例）【35歳で加入した場合の給付額】

■給付内容 （ 1 口につき）

加入年齢 1 口 3 口
～29歳 2,500円 7,500円

30歳～39歳 2,800円 8,400円
40歳～49歳 3,000円 9,000円
50歳～54歳 3,300円 9,900円
55歳～59歳 3,700円 11,100円

加入口数 掛金額
（１カ月）

休業して30日分の給付を
受けた場合

自宅療養 入院

１口 2,800円 18万円 24万円

２口 5,600円 36万円 48万円

３口 8,400円 54万円 72万円

※ 加入年齢は加入日現在の満年齢で計算し、1 年未満の端数月が 6 カ月
を超えるものは 1 歳繰り上がります。

※勤務医は 3 口まで加入いただけます。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

加入申込み資格

1． 加入日現在、満59歳（誕生日がS39年10月2日以降）までの保険医協会会員
2． 保険医であること
3．  1 つの主たる医療機関などで週 4 日以上かつ週16時間以上業務に

従事していること（非常勤勤務医もお申込みできます）
4． 加入日現在、健康であること

※ 現在、 健康に異常のある方（現症がある方、服薬中の方、治療中の方）は、 原則
として加入できません。

たよりになる

8つのポイント

保険医休業保障共済保険保険医休業保障共済保険 12月末まで受付期間 （制度発足日2024年 4 月 1 日 ）

共済制度協会会員
のための 申込み好評受付中!!

入院は1日目から /自宅療養は4日目から 給付

※ ケガによる休業は加入日から、疾病による休業は加入日から 3 カ月経過後
に発病したものから、保障開始となります。

給付金の種類 受給資格 給付内容・日数など

傷病休業
給付金

入院給付金

疾病、傷害を原因に休業
したとき

①入院は休業 1 日目から
② 自宅での休業は 4 日目から
（ 3 日免責）

1 日につき 自宅 6,000円
 入院 8,000円

【通算給付日数500日まで】

長期療養
給付金

傷病給付金の限度日数
（500日）を超えて、引き続
き連続して休業したとき

1 日につき 自宅 3,000円
 入院 6,000円

【連続 1 回限り230日限度】
弔慰給付金 傷病により死亡したとき 500,000円（＋脱退給付金）
高度障害
給付金

傷病により高度障害状態
になったとき 500,000円（＋脱退給付金）

脱退給付金 加入 3 年以上経過した後、
脱退したとき

別に定める脱退給付金表によ
り給付金額を確定

手ごろな掛金で安心保障！
若いうちからの加入がオススメ！
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